
平成19年4月8日の山梨県議会議員選挙と4月22日の都留市議会議員選挙が統一地方選挙として行われます。次の事
項に注意し、棄権することなく必ず投票しましょう。

4月 ８日(日)山梨県議会議員
選挙が行われます

4月22日(日)都留市議会議員

投票時間　午前7時～午後8時 投票時間　午前7時～午後8時
昭和62年4月9日以前に出生し、平成18年12月
29日以前から都留市の住民基本台帳に記録さ
れている方
選挙人名簿登録後に県内へ転出された方は
いずれかの市町村長が発行する居住証明書
が必要です。

昭和62年4月23日以前に出生し、平成19年1月
14日以前から都留市の住民基本台帳に記録さ
れている方

投票日までに県外へ転出された方
平成18年12月30日以後に転入された方
法律で定められた事項の該当者

投票日までに市外へ転出された方
平成19年1月15日以後に転入された方
法律で定められた事項の該当者

3月31日（土）から4月7日（土）まで 4月16日（月）から4月21日（土）まで
投票日に、仕事やその他の理由で投票所に行って投票できない見込みの方は、期日前投票を
することができます。その際、入場券が届いている方は持参してください。
時　間 午前8時30分から午後8時まで（土・日曜日も可）
場　所 市役所1階ロビー
入場券は県議選は3月31日以降、市議選は4月15日以降に各有権者へ郵送します。受け取り
ましたら氏名・住所・投票所などを確認して、投票日に投票所へ持参してください。
入場券は県議選、市議選の両選挙で各々郵送しますので大切に保管してください。なお、無投
票となった場合は送付しません。
即日開票：午後9時15分～
場　　所：谷村第一小学校体育館

即日開票：午後9時15分～
場　　所：谷村第一小学校体育館

立候補届出期間：3月30日 午前8時30分～午後5時
議員定数：都留市・南都留郡西桂町選挙区 2名

田原1～4丁目､上谷4～6丁目、
大字上谷 谷村工業高等学校 小形山､田野倉､大原､

田野倉団地 田野倉公民館

上谷1～3丁目､中央1～3丁目、
つる3丁目､川棚､旭ヶ丘 都留市役所 馬場､曽雌､久保､神門､大平､

朝日団地 盛里公民館

中央4丁目､つる1､2､4､5丁目､
下谷1～4丁目､大字下谷 都留市下谷体育館 日影､日向､上手 与縄営農指導

センター
法能､住吉町､日の出町､宮原､玉川､
引の田､戸沢､ｻﾝﾀｳﾝ玉川､中野団地 谷村第二小学校 桂町､夏狩 農村環境改善

センター
熊井戸､緑町､小野､大津､細野､
菅野､権現原､西海戸､熊井戸団地

都留文科大学
附属小学校 十日市場 十日市場公民館

金井､中津森､下大幡､上大幡 宝公民館 沖､宮下､古渡 古渡団地集会所

加畑､平栗､厚原､ｻﾝﾀｳﾝ平栗 厚原自治会館 境 境公民館

高畑 高畑自治会館 四日市場､月見ヶ丘､富士見台 都留第二中学校

古川渡､川茂､井倉､九鬼団地､
井倉団地 禾生第一小学校 蒼竜峡団地 蒼竜峡集会所

選挙管理委員会

立候補届出期間：4月15日　午前8時30分～午後5時
議員定数：都留市選挙区　18名
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４月は統一地方選挙

政治家が選挙区内にある者に対し
て寄附をすること（政党や親族に対す
るもの及び政治教育集会に関する必
要やむを得ない実費の補償は除く。
ただし、上記実費の補償のうち、食
事や食事料の提供は禁止され、罰則
の対象となります。)は、いかなる名
義をもってするものであっても禁止
されており、次のも
のを除きすべて罰則
の対象となります。
①政治家本人が自ら
出席する結婚披露
宴における祝儀
②政治家本人が自ら
出席する葬式や通
夜における香典
なお、政治家以外

の者が、政治家名義
の寄附をすることも
罰則をもって禁止さ
れています。

後援団体が、花輪、供
花、香典、祝儀その他これ
らに類するものを出した
り、後援団体の設立目的に
より行う行事や事業に関す
る寄附以外の寄附をすると
処罰されます。

政治家に対し、寄附を出すように
勧誘や要求をすることも禁止されて
おり、政治家を威迫してあるいは政
治家の当選又は被選挙権を失わせる
目的で勧誘や要求をすると処罰され
ます。政治家名義の寄附を求めるこ
とも同様です。

政治家は、選挙区内にある者に対
し、答礼のための自筆によるものを
除き、年賀状、暑中見舞状などの時
候のあいさつ状(電報なども含む)を
出すことは禁止されています。

政治家や後援団体が、選
挙区内にある者に対するあ
いさつを目的として、新聞、
雑誌、テレビ、ラジオなど
により、有料の広告を出す
と処罰されます。
なお、政治家や後援団体

に対し、あいさつを目的と
する有料広告を求めること
も禁止されており、威迫し
て求めると処罰されます。
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